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日本裁判所書記官協議会

平成22年5月28日（金）午後6時
グランドアーク半蔵門
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座談会

（3）家事関係

ア最近の家事事件の動向，書記官事務の状況等について

イ成年後見関係事件における書記官事務の状況について

ウ家事審判法改正について

エ児童虐待防止のための親権制度の改正につい･て

（4）少年関係

ア最近の少年事件の動向，書記官事務の状況等について
イ平成20年改正少年法の運用状況について

3 これからの書記官の在り方について

書記官の職務意識の重要性について

4害記官の給与上の諸問題等について

（1）書記官全体の処遇について

（2）級別定数関係について

ア 7級関係

イ 6級以下関係

ウ官職増設関係

5書記官の任用上の問題について

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考について
（2）書記官の任用政策について

ア主任書記官等のポストの増設について

イ書記官の専門分野ごとの育成・配置について

（3） ワークアンドライフのバランスを考えた書記官のジョブr
アップについて

(4)再任用の実施状況等について

ア再任用の実施状況について

イ他官庁への出向状況等について

(5)産前・産後休暇，育児休業制度における代替専昌の確俣ﾙ

ブロ

（5）産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保に
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ーテーション， キャリア

ついて
（6）定年延長について

6 メンタルヘルスについて

7 システム開発等と書記官事務について
（1）民事裁判事務支援システムの導入状況について

（2）刑事裁判事務支援システムの開発状況と展開予定について
（3）調停委員出勤管理プログラムの導入状況について

(4) インターネット閲覧権限の付与について
(5) J･NETポータルについて

（6）標準ワープロソフトの移行について

(7)統計報告について

(8)その他
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篠原事務局長

本日は，お忙しい中を， 日本裁判所書記

官協議会のために御出席いただきまして，

誠にありがとうございます。

ただ今から座談会を始めさせていただき

ます。

開催に当たりまして，上田会長から，ご

あいさつを申し上げます。

上田会長

本日は，この座談会に総務局から氏本第

一課長,小野寺第二課長，曾根第三課長，

人事局から大竹給与課長，岸野参事官タ情

報政策課から野口参事官に御出席いただ

きました。

皆様方には，大変ご多忙であるにもかか

わらず，貴重な時間を割いていただきまし

たことに感謝申し上げますとともに，平素

から日本書協の諸活動にご理解と多大なお

力添えをいただいておりますことにも， こ

の機会をお借りして，厚くお礼申し上げ

ます。

この座談会は， 日本裁判所書記官協議会

に組織が変わってから6回目となります。

座談会の結果は，毎年， ・7月に発行する会

報書記官に掲載しているところですが，支

部交流会などで会員の感想を伺いますと，

事務総局の取り組んでいる施策をタイム

リーかつコンパクトに把握することができ

るということで,大変評判が良いようです。

したがいまして，私どもとしてもこの企画

に大変な重きを置いております｡もっとも，

そのために各局の御負担も大変重いものと
、 上

なっているのではないかと推察していると

ころですが，会員の気持ちをお酌み取りい

ただき毎年最新のお話をお聞かせいただい

L
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〃
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卜田会長

I

ております｡今年も大変貴重なお話をお伺

いできるものと，楽しみにしております。

最近の裁判所書記官を巡る情勢として

は， なんと言っても昨年5月21日から始

まった裁判員裁判の実施状況と，書記官事

務の様子が気になるところです。新聞報道
1 、

等を見ると，順調に滑り出したが問題もな

いわけではないということのようです。

本日は，そのほかにも，全国の多くの会

員が関心を持っている事項を中心として，

現在，事務総局各局課において，企画，検

討, '実施されておられる，書記官に関わる

施策についてお話をお聞かせいただきたい

と考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

簡単ですが， これをもちまして開会のあ

いさつとさせていただきます。

篠原事務局長 、

座談会に入らせていただきま,す。

これからの進行は，千葉企画調査部長が

担当しますので,． よろしくお願いします。
. L

千葉企画調査部長 ｛

進行役を務めさせていただきます。進行

は， テーマの順に進めていきたいと思い

ます。
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座談会

において全国第1号の裁判員裁判が

実施されたのを皮切りに，全国60庁

で実施されていますが,．実際に裁

判員等を経験された方に対するアン

ケート結果によりますと，裁判所の

接遇や設備に対する全体的な印象に

ついては，多くの方から適切なもの

であると評価していただいているよ

うです｡また,審理の内容はおおむ

ね理解しやすいものであって，評議

においても充実した議論を行うこと

ができた，あるいは，裁判員に選ば

れる前は裁判への参加に消極的で

あったが，参加後はよい経験だった

と感じたなどおおむね良好な回答と

なっています。現状として，裁判員

裁判は順調に運用されているものと

考えています。

その一方で，制度実施前には予想

していなかった問題点や改善すべき

点も生じていることと思います‘･裁
。 I

判員裁判の運用上の諸問題につい

て，実際の経験に基づいて討議を行

い，その結果を共有化すること等を

目的として，平成21年11月26日及び

27日には刑事実務研究会が，平成22

年3月4日及び5日には刑事特別研

究会が，いずれも裁判所職員総合研

修所において実施されました。平成

22年2月には，裁判員裁判の実施状

況の情報交換及び中間的な総括を行

うとともに，制度の安定的な運営を

確保しつつ，合理的な事件処理態勢

に移行するために検討すべき事項に

ついて協議することを目的として，

1 書記官事務に関する最近の動

向について

（'）裁判員制度について 、

千葉企画調査部長

裁判員裁判の実施状況，書記官事務

の状況等についてお聞かせください。

氏本総務局第一課長

ア実施状況について ，

平成21年5月21日に裁判員法が施

行されてから，約1年が経ちまし

た。同法施行後，平成22年3月末ま

での裁判員裁判対象事件の新受人員
k
（

の累計は， 1626人であり,罪名別の

内訳でみるとウ強盗致傷事件418人，

殺人事件363人，覚せい剤取締法

違反事件,,5人などとなっています。
また，判決で終局した人員は444人

であり， この内， 自白事件は335人ウ

否認事件は109人となっています。

裁判所においては，裁判員裁判の

円滑な実施に向けて，裁判員法施行

前から，人的態勢や執務資料の整

備，通達等の発出など各種の準備を

行ってきたところです。平成21年8

月3日から4日間，東京地方裁判所
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氏本総務局第一課長
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事前質問票については，その内容を

よく確認し，手話通訳人や要約筆記

者, ,あるいは育児・介護サービスの

希望がある場合などは，予めその対

応方法等について関係者で十分検討

しておくことが重要となります。ま
L ク ･

た，呼出しを受iﾅた裁判員候補者か

らの電話での問い合わせに対して

は，裁判員となることへの不安を訴

えているのか，裁判員の辞退を希望

しているのか，あるいは，旅費等に

ついての質問であるのか等，的確に

判断して，適切に対処しなければな

りません。

なおｸｰ一部の庁では，重複呼出し

を受けた候補者等からの問い合わせ

がかなりの件数に上ったため，重複

呼出しを受けた方への注意書を呼出

状に同封するなどの対応を行ったよ

うです。

【選任手続期日】

裁判員等選任手続期日において

は，受付，オリエンテーション等，

様々な手続が行われますが，公判部

の書記官と裁判員係の役割分担，あ

るいは会計課等の事務局部門との連

携については,各庁の実情に応じて
）

適切に行っていただいていることと

思います。各庁とも，国民の負担に

配慮して選任手続を効率化し，裁判

員候補者の待ち時間を短くするた

めに様々な工夫を凝らしていると

ころですが，他庁の工夫例等を参考

に検討することも宥益であると思い

ます。

全国5ブロックで刑事首席書記官等

協議会が順次開催されました。その

結果を踏まえ，今後も，高裁単位で

協議会を開催するなどの自主的な取

組を通じて，裁判員裁判の円滑な運

用の在り方に対する検討を重ねるこ

とが重要であると考えます。

イ書記官事務の状況等について

【呼出手続等】

裁判員候補者の呼出手続は，受訴

裁判所が行うこととなりますが，裁

判員等選任手続期日に呼び出すべ

き裁判員候補者の員数の算定にあ

たっては，各庁とも試行錯誤されて

いることと思います。裁判員及び補

充裁判員の人数に，理由なし不選任

請求の上限人数のほか，理由あり不

選任決定の見込数ジ裁判員等選任手
．. ノ

続期日当日の辞退許可数の見込数を

加えた数（これらの見込数について

は，統計データ等を参考に算定）が

出頭を確保すべき最低人数というこ

とになり，そこから，辞退率や出頭

率といった統計データを基に逆算し

て選定数を割り出している庁が多い

ものと思いますが，そもそも，現時

点では,多くの庁において事例の蓄

積力沙ない上,今後，辞退率や出頭

率が変化していくことが考えられま

すし，地域的な特性なども考慮しな

ければなりません。国民になるべく

負担をかけないように，これからも

デ‘－タの集積，分析を続ける必要が

あると考えます。

裁判員候補者の方から返送された
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レイに表示させてしまうなどという

ことのないように，予め裁判体や当

事者と打合せを行い，場合によって

は，一部の手続において大型ディス

プレイを使用しないなどの対策を講

じることが考えられます。

また，連日的開廷の下， 目で見て

耳で聴いて分かる審理が行われる裁

判員裁判においては，公判調書を用

いて証言内容を逐一確認する必要性

は低いと考えられます。他方，裁判

員裁判は， 自白事件であっても，重

大事案が多く，量刑上の争いで控訴

される可能性も高いと思われます。

控訴審における需要等を踏まえ，供

述調書の方式の選択については， こ

れまでと同様慎重に吟味していく必

（要があると思われます。

【まとめ】

裁判員制度の施行当初は，各庁と｝

も，全庁的な協力琴勢の中で事件処
‘理を行い，安定的な運営を確保して

きたことと思いますが，そのような

手厚い態勢を維持し続けることは難

しいものと思われます。今後は，引

き続き自庁あるいは他庁の実務例を

集積,検討するなどして裁判員裁判

に関する事務の合理化を図るととも

に，事務処理のノウハウを確実に引

き継いでいくことが必要であると考
・ ノ

えています。

書記官事務の環境整備について． ．

裁判員候補者に対する接遇につい

ては，おおむね良好な評価を得てい

るものと受け止めています。選任手

続に関わる職員は，裁判員候補者の

多くが初めて接する裁判所の職員で

あり，その対応いかんによっては，

裁判所に対する信頼を損なうばかり

か，裁判員制度そのものに対する評

価にまで影響を与えかねないことは

これまでと同様です。今後とも，適

切な接遇を継続していただきたいと

考えています。

【公判手続】

書記官の公判期日への立会いにつ

いては，一人の書記官が専属で立ち

会うことで差し支えのない事案も多

いと聞いています。その一方で，立

会書記官の負担の軽減，公判期日終

了後の事務処理の円滑化等の観点か

ら交替制をとっている庁もあるよう

です。また，法廷事務補助のため法
恥

廷に事務官が常時立ち会う庁から書

記官一人で立ち会う庁まで様々ある

ようですが，今後は，立会の目的や

必要性･に照らして，その在り方を検

討すべきであると考えます。

・裁判員裁判においては， 当事者

が，法廷内に設置された大型ディス

プレイを使用して証拠調べ等の手続

を行うことがありますが，犯罪被害

者に対しては，特別の配慮が必要と

なる場合があります。特に，被害者

特定事項の秘匿決定がされているよ

うな場合には，公判審理中に，誤っ

て被害者の特定事項を大型ディスプ

~､､
ノ
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(2)

千葉企画調査部長

音声認識システムの運用状況等につ

いてお聞かせください。
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